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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成28年12月1日(2016.12.1)

【公表番号】特表2013-511749(P2013-511749A)
【公表日】平成25年4月4日(2013.4.4)
【年通号数】公開・登録公報2013-016
【出願番号】特願2012-540082(P2012-540082)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   6/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   6/032    (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   6/036    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    6/00     ３７６Ｚ
   Ｇ０２Ｂ    6/20     　　　Ｚ
   Ｇ０２Ｂ    6/22     　　　　
   Ｇ０２Ｂ    6/00     ３３１　
   Ｇ０２Ｂ    6/00     ３２６　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年10月7日(2016.10.7)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２００ｎｍ～２０００ｎｍの少なくとも１つの波長の光を発生する光源と、
　前記波長に対する散乱損失が５０ｄＢ／ｋｍを超える少なくとも１つの光拡散光ファイ
バーであって、該光ファイバーは、ガラスから成るコア、一次クラッド、外面、前記光源
に光学的に接続された端部、及び前記コア内部又は該コアと前記クラッドとの境界に設け
られた複数のナノサイズ構造体を有し、該ナノサイズ構造体が、前記ファイバーの一定の
長さにわたり略均一な放射エネルギーの放出として、前記外面を通し前記コアから導波光
を散乱するよう選択されたサイズ及び組成を有するものである光ファイバーと、
を備え、
　前記ナノサイズ構造体が、１０ｎｍ～１×１０－6ｍの断面サイズと、少なくとも１ｍ
ｍの長さとを有することを特徴とする照明システム。
【請求項２】
　前記光ファイバーが、該光ファイバーの断面において、５０を超える前記ナノサイズ構
造体を含むことを特徴とする請求項１記載の照明システム。
【請求項３】
　（ｉ）前記ファイバーの放射エネルギーが略均一であって、最小散乱照度と最大散乱照
度との差が該最大散乱照度の３０％未満とされる、及び／又は（ｉｉ）前記波長に対する
前記ファイバーの散乱損失が５００～２００００ｄＢ／ｋｍであることを特徴とする請求
項１または２記載の照明システム。
【請求項４】
　前記光拡散ファイバーを複数備え、（ｉ）各々の光拡散ファイバーが前記光源又は複数
の光源に光学的に接続され、（ｉｉ）前記複数の光拡散ファイバーがリボン、リボンスタ
ック、及び円バンドルの少なくとも１つにバンドル化されて成ることを特徴とする請求項
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１から３いずれか１項記載の照明システム。
【請求項５】
　前記ファイバーがマルチモード・ファイバーであり、前記コアが（ｉ）５０μｍを超え
５００μｍ未満の直径を有する、及び／又は（ｉｉ）前記コア全体がナノサイズ構造体を
含んで成る、及び／又は（ｉｉｉ）前記ナノサイズ構造体の長さが１ｍｍ～５０ｍである
ことを特徴とする請求項１から４いずれか１項記載の照明システム。
【請求項６】
　前記ナノサイズ構造体が前記コア内に設けられ、該コアが外半径Ｒｃを有し、該コアが
、（ｉ）半径Ｒ１、０．０５Ｒｃ＜Ｒ１＜０．９Ｒｃ、を有する密な内側コア領域、（ｉ
ｉ）幅Ｗ２、０．０５Ｒｃ＜Ｗ２＜０．９Ｒｃ、を有するナノ構造化領域、及び（ｉｉｉ
）幅Ｗｓ、０．１Ｒｃ＜Ｗｓ＜０．９Ｒｃ、を有する密な外側コア領域を含み、該コアの
各領域がシリカ・ガラスから成ることを特徴とする請求項１から５いずれか１項記載の照
明システム。
【請求項７】
　長さに沿った照度の均一性を制御する、コア内部又は該コアとクラッドとの境界に設け
られた複数のナノサイズ空孔またはガス入りナノサイズ空孔を有する光拡散光ファイバー
の製造方法であって、線引き工程においてファイバーの張力を制御することによって、最
小散乱照度が最大散乱照度の０．７以上とされることを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記光拡散光ファイバーの被膜に設けられ、略均一な散乱強度をもたらす蛍光種及び/
又は散乱種を更に有して成ることを特徴とする請求項１から６いずれか１項記載の照明シ
ステム。
【請求項９】
　前記光源が２００～５００ｎｍの波長範囲の光を発生し、前記被膜に含まれる蛍光材料
によって白色、緑色、赤色、又はＮＩＲ（近赤外）光が発生されることを特徴とする請求
項８記載の照明システム。
【請求項１０】
　前記ファイバーが、ポリマー又はガラスから成るクラッドに囲まれ、少なくとも一部が
光を散乱するナノ構造体によって占められたガラス・コアと、前記クラッドを囲む少なく
とも１つの被膜とを有し、該クラッドが（ｉ）一次被膜及び任意の二次被膜、及び／又は
（ｉｉ）色素、燐光体、蛍光材料、ＵＶ吸収材料、親水性材料、光改変材料、及びこれら
の組合せの少なくとも１つを含んで成る任意のインク層に囲まれ、前記クラッド、及び／
又は一次被膜、及び／又は二次被膜が、色素、燐光体、蛍光材料、ＵＶ吸収材料、親水性
材料、光改変材料、及びこれらの組合せの少なくとも１つを含んで成ることを特徴とする
請求項１～６及び８～９いずれか１項記載の照明システム。
【請求項１１】
　照明波長における散乱減衰量が５０ｄＢ／ｋｍを超える光拡散光ファイバーであって、
　該光ファイバーが、ガラスから成るコア、クラッド、外面、少なくとも１つの被膜、及
び前記コア内部又は該コアと前記クラッドとの境界に設けられた複数のナノサイズ構造体
を有し、該ナノサイズ構造体が、前記外面を通し前記コアから導波光を散乱するよう選択
されたサイズ及び組成を有し、前記クラッド又は前記少なくとも１つの被膜が燐光体又は
色素を含んで成り、前記ナノサイズ構造体が、１０ｎｍ～１×１０－6ｍの断面サイズと
、少なくとも１ｍｍの長さとを有することを特徴とする光ファイバー。
【請求項１２】
　前記コア全体がナノサイズ構造体を含んで成ることを特徴とする請求項１１記載の光フ
ァイバー。
【請求項１３】
　照明波長における散乱減衰量が５０ｄＢ／ｋｍを超える光拡散光ファイバーであって、
　ガラスから成るコア、外面、及び前記コアの内部全体に設けられ、前記外面を通し前記
コアから導波光を散乱するよう選択されたサイズ及び組成を有する複数のナノサイズ構造
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体を備え、
　前記ナノサイズ構造体が、１０ｎｍ～１×１０－6ｍの断面サイズと、少なくとも１ｍ
ｍの長さとを有することを特徴とする光ファイバー。
【請求項１４】
　クラッドを備えていないことを特徴とする請求項１３記載の光ファイバー。
【請求項１５】
　内部を伝搬する照明波長光に対する散乱減衰量が５０ｄＢ／ｋｍを超える光拡散光ファ
イバーであって、コア、一次クラッド、外面、光源に光学的に接続される端部、及び前記
コア内部又は該コアと前記クラッドとの境界に設けられ、前記ファイバーの一定の長さに
わたり略均一な放射エネルギーの放出として、前記外面を通し前記コアから導波光を散乱
するよう選択された、組成、１０ｎｍ～１×１０－6ｍの断面サイズ、および少なくとも
１ｍｍの長さを有する、複数のガス入りナノサイズ空孔を備え、
　当該光ファイバーの軸からの角度空間において、当該ファイバーの軸からの９０度前方
散乱強度と後方散乱強度とが互いに３０％以内であることを特徴とする光ファイバー。
【請求項１６】
　ＴｉＯ２を主成分とする白色インクを含む被膜をさらに備えていることを特徴とする請
求項１５記載の光ファイバー。
【請求項１７】
　内部を伝搬する照明波長光に対する散乱減衰量が５０ｄＢ／ｋｍを超える光拡散光ファ
イバーであって、コア、一次クラッド、外面、光源に光学的に接続される端部、及び前記
コア内部又は該コアと前記クラッドとの境界に設けられ、前記ファイバーの一定の長さに
わたり略均一な放射エネルギーの放出として、前記外面を通し前記コアから導波光を散乱
するよう選択されたサイズ及び組成を有する複数のガス入りナノサイズ空孔を備え、
　（ｉ）前記複数のガス入りナノサイズ空孔の断面サイズが略１０ｎｍ～略１μｍであり
、
　（ｉｉ）断面において少なくとも５０のガス入り空孔を含み、
　（ｉｉｉ）前記ガス入りナノサイズ空孔の組成がＳＯ２、Ｋｒ、Ａｒ、ＣＯ２、Ｎ２、
Ｏ２、又はこれ等の組合せから成り、かつ
　（ｉｖ）前記複数のガス入りナノサイズ空孔の長さが１ｍｍ～５０ｍであることを特徴
とする光ファイバー。
【請求項１８】
　前記コアがシリカを主成分とするものであり、前記クラッドがシリカに対して－０．５
未満の相対屈折率を有していることを特徴とする請求項１１から１７いずれか１項記載の
光ファイバー。
【請求項１９】
　前記クラッドがＵＶ又は熱硬化性フルオロアクリレート又はシリコーンであることを特
徴とする請求項１１から１８いずれか１項記載の光ファイバー。
【請求項２０】
　照明波長における散乱減衰量が５００ｄＢ／ｋｍを超えることを特徴とする請求項１１
から１９いずれか１項記載の光ファイバー。
【請求項２１】
　照明波長における散乱減衰量が１０００ｄＢ／ｋｍを超えることを特徴とする請求項１
１から１９いずれか１項記載の光ファイバー。
【請求項２２】
　前記ナノサイズ構造体又は前記ガス入りナノサイズ空孔の長さが１ｍｍ～５０ｍである
ことを特徴とする請求項１１から１６いずれか１項記載の光ファイバー。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７５
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【００７５】
照明システムの構成例
　一部の例示的実施の形態による照明システムは（ｉ）２００ｎｍ～２０００ｎｍの範囲
の少なくとも１つの波長λを有する光を生成する光源と（ｉｉ）少なくとも１つの光拡散
光ファイバー１２とを備えている。ファイバー１２はコア、クラッド、及びコア内部又は
コアとクラッドとの境界に複数のナノサイズ構造体３２を有している。光ファイバーは外
面及び光源に光学的に接続された少なくとも１つの端部を有している。前記のように、光
拡散光ファイバー１２は、空孔のようなナノサイズ構造体を介し、外面を通しコアから導
波光を散乱するよう構成され、全体にわたり略均一な放射エネルギーを放出する長さを有
する光源ファイバー領域を形成している。この光拡散光ファイバー１２の散乱減衰量は、
２００ｎｍ～２０００ｎｍ（例えば、４００～７００ｎｍ又は１μｍ～２μｍ）の波長範
囲内の１つ以上の波長に対し５０ｄＢ／ｋｍを超えるものである。ファイバー１２は、ナ
ノサイズ構造体３２を介し、指定領域の外面を通しコアから光を選択的に散乱するよう複
数の湾曲部を有することができる。散乱光の照度偏差は長さに沿った最大散乱照度の３０
％未満であることが好ましい。一部の実施の形態によれば、散乱減衰量が１００ｄＢ／ｋ
ｍ～６０００ｄＢ／ｋｍ又はそれ以上である。一部の実施の形態において、２００ｎｍ～
２０００ｎｍの1つ以上の波長に対し、ファイバー１２の散乱減衰量が６０００ｄＢ／ｋ
ｍ～２００００ｄＢ／ｋｍである。一部の実施の形態によれば、ファイバー１２の長さが
０．５ｍ～１００ｍであり、２００ｎｍ～２０００ｎｍの1つ以上の波長に対し、散乱減
衰が３００ｄＢ／ｋｍ～５０００ｄＢ／ｋｍ及び／又は３ｄＢ超／ファイバー長である。
別の実施の形態において、ファイバーの長さが０．１ｍ～０．５ｍであり、２００ｎｍ～
２０００ｎｍの1つ以上の波長に対し、散乱減衰が５０００ｄＢ／ｋｍ～２０,０００ｄＢ
／ｋｍ。ナノサイズ構造体３２は、直径１０ｎｍ、好ましくは５０ｎｍ、より好ましくは
１００ｎｍを超える、ガス入り空孔（例えば、ＳＯ２入り空孔）であることが好ましい。
ファイバーのクラッドが少なくとも厚さ２０μｍのガラス又はポリマーから成ることが好
ましい。前記コアとクラッドとの組合せにより０．２以上のＮＡが得られる。前記のよう
に、ファイバーの線引き工程において、ファイバーの張力を制御することにより、ファイ
バーの長さに沿った照度の均一性（最大強度の略３０％、好ましくは略２０％、更に好ま
しくは１０％以内）が得られる。前記のように、光源に接続されたファイバーの端部と反
対側の端部に反射体を接続することにより照度の均一性を更に向上させることができる。
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